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市第 ４９ 号議案 公園の用地の取得 

 

 【(仮称)舞岡町公園整備事業の土地の取得】 

  

１ 取得予定地 

所 在 
戸塚区舞岡町字下谷

しもやと

279番の 2及び戸塚区吉田町字打越 1,292

番外 101筆 

地 目 山林、原野 

用 途 地 域 等 市街化調整区域 

地 積 70,156.33㎡ 

土 地 所 有 者 

(契約の相手方) 
横浜市土地開発公社 

金 額 

7,233,113,759円（103,100円/㎡） 

（「横浜市の公共用地取得等に関する協定」に基づく公社の簿

価額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【現況】 

     取得予定地は、緑の 10大拠点「舞岡・野庭地区」に位置しており、南側にある「舞岡ふ

るさとの森」とともに、良好な樹林地や畑地などからなっています。 
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２ 取得理由 

     取得する土地は、「舞岡リサーチパーク構想」の第２期用地として、本市からの用地

取得依頼に基づき、横浜市土地開発公社が取得したものです。 

この構想を見直し、貴重な緑を守りながら、公園及び緑豊かな墓園として一体的に

整備していくため、横浜市土地開発公社が平成 25年度末に解散する前に、国費も導入

して、公園予定地として一部を取得するものです。 

  なお、公園予定地の残りの公社用地については、公社解散後に本市に引き継がれ、

平成 26年度以降無償で所管換を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

（１）公園用地の取得について 

     議案の議決後、土地売買契約を締結します。 

 

（２）公園の整備について 

     平成 25年秋以降 全体土地利用計画に関する地元説明会 

     平成 26年度以降 都市計画素案説明会（都市公園） 

              都市公園の都市計画決定 

             公園の設計、工事 

 

 

H26以降所管換え用地
(約4.2ha) 

墓園予定地 約 4.2ha 

【墓園】 

H26以降所管換え用地
(約4.5ha) 

H25取得用地(約 7.0ha) 

公園予定地  約11.5ha 

【都市公園】 

＋ 

《横浜市土地開発公社保有地》 

約 15.7ha ＝ 



 
 

戸塚区舞岡町土地（横浜市土地開発公社保有地）の整備について 

 

１ 趣旨 

  横浜市土地開発公社（以下、「公社」という。）が保有する戸塚区舞岡町、吉田町所在の土

地については、当初の「舞岡リサーチパーク構想」を見直し、緑の保全や活用を前提とした

公園及び緑豊かな墓園を整備します。 

  そこで、当該地区北側約7.0haを公園用地の一部として、環境創造局が取得することとし、

第３回市会定例会に議案として提出しています。 

この用地取得費（約 72.3億円）については、平成 25年度に都市整備局が予算化したもの

を環境創造局に令達替の上、執行するものです。 

 

２ 経緯 

 昭和 61年５月  「舞岡リサーチパーク構想」を方針決定 

 平成 ２年９月  第１期地区の事業認可 

 平成 ６年８月  第１期地区の事業完了（横浜市立大学木原生物学研究所等が立地） 

 平成 ７年３月  第２期地区の事業用地の取得（本市の取得依頼に基づき、公社が取得） 
 
 平成 25年５月～ 第２期地区の計画見直しと今後の土地利用検討の基本的な方向性（公園

及び墓園の整備）について周辺自治会町内会への説明 
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平成 25年９月 17日 

建築・都市整備・道路委員会資料 

都 市 整 備 局 

＜参考資料＞ 
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舞岡駅 

市営地下鉄１号線 

舞岡リサーチパーク土地区画整理事業 

第１期（約９ha）H6年事業完了 舞岡町土地（約 15.7ha）

[旧舞岡リサーチパーク 

第２期地区] 
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３ 土地利用の基本方針 

 

 (1)緑の 10大拠点である「舞岡・野庭地区」に位置していることから、緑の保全を前提とし

た都市公園を環境創造局が整備します。整備にあたっては、里山の景観を生かした体験型

農園やレクリエーション施設等の整備を図ります。 

 (2)全市的な課題となっている市営墓地の需要に対応するため、都市公園と一体となった緑

を基調とした墓園を健康福祉局が整備します。 

 

４ 用地取得等に関する基本的な方向性 

 現在、全体の土地利用計画の作成を進めており、今後、地元説明などを行いながら、公園及

び墓園の詳細な区域を決定していく予定ですが、基本的な方向性については以下のとおりです。 

 

 (1)都市公園予定地 

今回、国庫補助を導入して環境創造

局が公社から取得する約 7.0ha(約 72.3

億円)と、公社の解散に伴い本市（一般

会計）に引き継がれる約 4.5haを合わ

せた約 11.5haにおいて、公園整備を進

めます。 

 

 (2)墓園予定地 

  公社解散後に本市（一般会計）に 

引き継がれる約 4.2haにおいて、健康 

福祉局が特別会計を設置して、一般会

計から所管換えのうえ、施設整備を進

めます。 

 

５ 今後の予定 

  平成 25年秋以降 全体土地利用計画に関する地元説明会 

  平成 26年度以降 都市公園の都市計画素案説明会、墓園の経営許可説明会 

           都市公園の都市計画決定、墓園の経営許可取得 

           公園及び墓園の設計、工事 
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事業予定区域図 
【都市公園】 

【墓園】 

公園予定地 約 11.5ha 

H25取得用地(約 7.0ha) 

H26以降所管換え用地
(約 4.5ha) 

墓園予定地 約 4.2ha 

H26以降所管換え用地
(約 4.2ha) 

Ｎ 
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